
 

 

2025年 7月 18日 

 

青森みちのく銀行、金融機関向け融資 DXサービス「融資クラウドプラットフォーム」

法人取引向け電子契約サービスを新たに採用 

～銀行取引約定書、証書貸付、変更契約の電子化を実現～ 

 

セイコーソリューションズ株式会社 

 

セイコーソリューションズ株式会社(代表取締役社長：関根 淳、本社：千葉県千葉市、

以下セイコーソリューションズ)の金融機関向け融資 DXサービス「融資クラウドプラット

フォーム」法人取引向け電子契約サービスが、株式会社青森みちのく銀行（取締役頭取 

石川 啓太郎、本店：青森県青森市、以下 青森みちのく銀行）の法人取引向け電子契約取

引に新たに採用され、2026年度中にサービスの利用を開始します。 

 

青森みちのく銀行では、2022 年 6月より全店舗で住宅ローン融資業務の印鑑レス・ペー

パーレス化を進めるため、当社の電子契約サービスが導入され、2025 年 3月には「融資ク

ラウドプラットフォーム」法人取引向け信用保証協会連携サービスが採用されました。 

 

今回の「融資クラウドプラットフォーム」法人取引向け電子契約サービスの導入によ

り、従来の証書貸付に加え、銀行取引約定書や変更契約も本サービスのもとで対応可能と

なります。これにより、融資関連契約の電子化範囲が拡張され、融資業務の全体効率化と

ともに、中小企業や個人事業主の利便性や満足度の向上が期待できます。 

 

【「融資クラウドプラットフォーム」法人取引向け電子契約サービスのイメージ】 

 

 

 

 



  

 

 

今後、「融資クラウドプラットフォーム」では、法人向けファイナンス取引全般にサー

ビス提供範囲を広げていくとともに、融資以外の非対面手続き機能の実装を進めてまいり

ます。今後もサービス拡充により、業務の効率化、省人化はもとより、企業の継続的な成

長を積極的に支援していきます。 

 

 

融資クラウドプラットフォームの詳細については、下記 URLをご参照下さい。 

https://www.seikotrust.jp/product/loan-cloud/ 

 

※その他、本文中に記載されている製品名などは各社の登録商標または商標です。 

 

※Seiko Trust はセイコーグループ株式会社の登録商標です。 

※本文中に記載されている製品名などは各社の登録商標または商標です。 

 

報道関係の方からのお問い合わせ先： 

セイコーソリューションズ株式会社 

マーケティングコミュニケーション部 

担当：安井  tel：03-6779-8952  e-mail：pr-center@seiko-sol.co.jp 

 

お客さまからのお問い合わせ先： 

セイコーソリューションズ株式会社 

DXソリューション本部 

担当：中居  tel：03-6779-8954 e-mail：support@seiko-sol.co.jp  

もしくは、お問い合わせフォームからお問い合わせください。 
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